
 

12  

昭
和
四
十
三
年
四
月
二
十
六
日
提
出 

質

問

第

一

二

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

政
府
の
金
買
上
げ
停
止
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
四
十
三
年
四
月
二
十
六
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

石 
井 
光 

次 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

田 

中 

武 

夫 

 

一 

 



 

政
府
は
、
四
月
二
十
六
日
の
閣
議
で
、
政
府
の
産
金
強
制
買
上
げ
を
停
止
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
が
、
こ
の
措

置
に
つ
い
て
次
の
点
を
お
伺
い
す
る
。 

一 

今
回
の
措
置
は
、
対
外
決
済
の
準
備
の
た
め
に
金
を
必
要
と
し
な
い
と
の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
の
か
。
金
保 

一 

今
回
の
措
置
は
、
金
管
理
法
施
行
令
の
臨
時
特
例
で
行
な
う
と
き
い
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
臨
時
的
な
も
の

な
の
か
。
そ
の
期
間
は
ど
の
程
度
を
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
れ
ば
政
府
買
上
げ
を

復
活
さ
せ
る
の
か
。 

一 

今
回
の
措
置
は
、
政
府
買
上
げ
金
価
格
と
憲
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
「
正
当
な
補
償
」
に
つ
い
て
の
さ
き
の

質
問
と
関
係
が
あ
る
の
か
。
今
回
の
措
置
を
と
る
に
い
た
つ
た
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
本
年
度
貴
金
属
特
別
会

計
予
算
（
歳
出
）
を
ど
う
処
理
す
る
の
か
。 
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四 

有
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
こ
の
措
置
は
円
と
ド
ル
と
の
結
び
つ
き
を
一
段
と
強
化

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


